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事業内容

1歳未満の乳児がいる支援が必要な家庭に対し、掃除、調理などの家事援助や沐浴補助、おむつ交換など
の育児援助を行うとともに、子育て情報の提供を行う。
実施方法等については、育児支援が必要であるにもかかわらず、自ら支援を求めることが困難な家庭に対
し、支援計画をたて、１歳に達するまで概ね１０回（１回２時間、３か月限度）を限度として、無料で訪問し支援
を行う。
訪問員は、本市が研修を行った者

類似事業
本事業は、国が定める養育支援訪問事業に該当し、本市では他に1歳未満の乳児のいる支援が必要な家
庭に対し、主に相談や情報提供の支援を行う育児支援家庭訪問事業がある。

根拠法令 児童福祉法第21条の10の2

実施方法
□直営 ■委託又は指定管理（委託先又は指定管理者：NPO法人　ハートネット　　　）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業の必要性 育児の孤立化を防ぎ、良好な親子関係を育むことにより、児童虐待を予防するため

対　　　象
（誰・何を対象に）

1歳未満の乳児がいる支援が必要な家庭

2009(H21）年度

事務事業名 育児支援家事援助事業

事業開始年度 担当部署 子ども青少年部　家庭児童相談所

目　　　的
（何のために）

育児の孤立化を防ぎ、良好な親子関係を育むため、支援が必要な乳児がいる家庭に家事・育児援助を行
う。
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事業費の主な内訳

内　　　　　容 金　　　額

委託料 46

その他

一般財源 2,993 951 1,112

府支出金

受益者負担
(使用料等)

財源内訳

H23年度決算 H24年度決算 H25年度当初予算

国庫支出金 274 135 360

1,028

直接経費(B) 31 46 444

総事業費(A+B) 3,267 1,086 1,472

0.40

人件費計(A) 3,236 1,040
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コ　　ス　　ト
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事業費の主な内訳
(人件費除く)
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単位

① 回（世帯）

②

③

① 千円

②

③
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成果目標
（目標とする成果）

1歳未満の乳児がいる支援が必要な家庭に対し、掃除、調理などの家事援助や沐浴補助、おむつ交換など
の育児援助を行うとともに、子育て情報の提供を行い、当該家庭の適切な養育の確保を目的とする。

比較参考値

単位当たりコスト
（総事業費/活動指

標）

事業費　/　派遣回数 297 84 124

活動実績

活動指標もしくは成果指標 H23年度 H24年度 H25年度(見込み)

派遣回数（世帯） 11（2） 13（2） 12（2）

事務事業名 育児支援家事援助事業

事業開始年度 2009(H21）年度 担当部署 子ども青少年部　家庭児童相談所

二次点検における
事業の今後の方向
性及び具体的な今
後の取り組み方策

現状のまま継続

厚生労働省の養育支援訪問事業ガイドラインに「食事、衣服、生活環境等につ
いて、不適切な養育状況にある家庭」とあるが、特に０歳児は死亡事例の４割を
占め、最もリスクが高い年齢といえ、０歳児を対象とした必要な事業であると認
識している。保護者自ら支援を求めることが困難な家庭であることもあり、必要と
される家庭に適切に支援を提供することが重要であり、年度によって派遣回
数・世帯数に変動はあるが、利用者のニーズとの関係も考慮しつつ提供してい
きたい。また、同事業ガイドラインにおいて、委託先については本事業を適性か
つ円滑に遂行しうる人員を有していることが要件であることから、乳児に関する
専門的な知識を持ち、乳幼児への支援や、親への支援に積極的に取り組んで
いる事業所が必要であることから、委託先拡大については、今後慎重に検討し

特記事項

平成25年度より市民税課税状況に応じた利用者負担額の無料化を実施する。
委託料については、利用者が市民税課税状況に応じて負担額を委託先へ直接支払うことで、その差分を支
出していますが、育児支援が必要であるにもかかわらず、負担を求めることにより利用を受け入れない場合
などがあるため、この負担額を無料にすることで、事業を円滑に遂行させるものです。（すべて１回（２時間）
あたり3,700円の委託料となります。）

一次点検における
事業の今後の方向
性及び具体的な今
後の取り組み方策
（平成24年度）

現状のまま継続 利用方法について検討が必要

一次評価結果
（平成24年度）

・実績をふまえて効果的な取り組みを検証する必要があるのでは
・事業自体の有効性の検証が必要では
・民間への委託の拡大について検討の余地はないか

比較参考値
（他自治体での
事業の例など）

H22年度養育支援訪問全国市区町村実施割合　59.5％（大阪府　79.1％）

いる事業所が必要であることから、委託先拡大については、今後慎重に検討し
たい。


